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策定委員会での協議事項と
資料の構成について

今回の策定委員会では，施策体系（案）とCO2削減目標達成に向けたロードマップの
検討を協議事項とさせていただいていることから，本資料では，第４章（目標）・第５章
（施策体系）・第６章（ロードマップ）を冒頭に掲載し，第１章～第３章までは参考資料
としています。

策定委員会においては，
①施策体系の考え方 （１５～１７ページ）
※パワーポイント資料とは別に，表形式の参考資料もご参照ください。
②施策・取組のレイアウトイメージ （１８～１９ページ）
③ロードマップの考え方 （２０～２６ページ）
※ロードマップについては，当日説明資料をお示しします。
についてご確認いただき，ご意見をいただきたく存じます。

なお，次回の策定委員会で，以下の点を加えた計画（素案）の事務局案をお示しし，ご
意見をいただく予定です。
●施策・取組の具体的な内容
●ロードマップの詳細
●市民や事業者に計画について理解を深めていただくための工夫
（コラムの掲載等による解説追加など）
●計画の進行管理
●計画に掲載する参考資料



前回委員会でのご意見に対する考え方について
発言者 主なご意見（要旨） ご意見に対する考え方

市川委員

今後も世帯数の増加が見込まれる中、取組に積極的な民間事業者の情報開示が少なく、それらを掲

載する広報媒体もバラバラになっている。

市内における環境配慮の取組を評価し一覧化することにより、事業者も応援できる仕組みづくりを

進めるべきである。

取組に積極的な市内事業者の情報が分かりやすく市民に伝わるよう、「基本方針３ ゼロカーボンに向

けて行動する地域のつながりを創る」に活動の積極的な発信を位置付け、事業者の取組の可視化・一覧

化を推進していきます。

（本資料_5.2_施策の体系（市域全体））

大野委員

調布市の民生業務部門にそれぞれの企業がどのように関わっているのかの明示や、排出削減目標

を示さなくてはいけない状況を作り、事業者に現状把握と具体的な取組イメージを持ってもらうこと

が重要である。

民生業務部門の二酸化炭素排出量と各事業者の関わりを明示することは、次期計画を事業者の具体

的な環境配慮行動促進へとつなげていくうえで重要なテーマであると考えています。

本資料では，民生業務部門のエネルギー消費量の内訳を掲載しています。

（本資料_3.1 地球温暖化対策の現状（３）エネルギー消費量 ■部門別エネルギー消費量の内訳）

また，今後計画（素案）全体の事務局案をお示しする段階で，民生業務部門と事業者の排出の関係性を

更にわかりやすくお知らせできるよう検討していきます。

高田委員長

市民意識調査を見ても、何をすればいいかわからないという回答が高い割合を占めている。市民も

事業者も削減意欲はあるが、実施につながっていないので、具体的な施策を通じて解決することが出

来るとよい。

ゼロカーボンシティ実現のためには市民や事業者の行動の促進につなげていくことが極めて重要で

あることから、具体的な施策や取組が市民や事業者の行動のきっかけとなるよう、各施策のページに、

行動による効果・関連する補助金など参考情報を掲載する予定です。

奥副委員長

事務事業編の削減目標達成において、再エネ電力購入以外の市独自の取組についてもう少し記載

し、他自治体の指針にもなるような計画を目指してほしい。広域的な連携の検討など、日本全体での

再エネ発電総量の増加につながるような対策を検討するべきである。

事務事業編の目標値の検討に当たっては、市が市域のトップランナーとして、市民・事業者のモデルと

なるような取組を示す必要があると考えています。

実施期間や効果の大小、様々な選択肢がある中、市民・事業者がそれぞれの状況に応じた取組を選択

できるよう、再エネ100％電力以外の市の率先行動・事例も盛り込み、より具体性のある目標設定とな

るよう、施策体系を整理しています。

（本資料 ５．2 施策の体系（市の事務事業））

高田委員長

水と緑を生かした再生可能エネルギーを地産地消することがどれだけできるのか試算はされてい

るか。試算している場合、計画に反映されるのか。その他、緑の吸収源としての効果や位置づけは盛り

込まれるのか。

再エネ導入ポテンシャルの検討において導入可能量を検討していますが、市内の自然資源が限られて

おり、緑の吸収源としての活用も含め、数値として示すことが難しい状況です。一方、緑化の取組は、ヒー

トアイランド現象の対策や地球温暖化に対する適応策の観点から有効であることから、施策体系を整理

しています

（本資料 ５．２ 施策の体系（市域全体） 「5．気候変動への適応策を推進する」）

鈴木委員

気候変動の中でも、特に暑さへの関心が高まっていると考えている。自然災害という表現は地震な

ども包含するため違和感がある。また、「気候変動への適応策を強化」とあるが、特に検討しているも

のや方向性が固まっていれば知りたい。

ご意見を踏まえ、気候変動への適応策の記載を次のとおり修正しました。

また、適応策の強化については、今後計画（素案）全体の事務局案をお示しする段階で，具体的な取組

内容を掲載する予定です。

【修正前】

豪雨，台風等の自然災害の激甚化や猛暑など

【修正後】

近年の豪雨や猛暑など

（本資料 ３．２ 地球温暖化対策の現状と今後の課題のまとめ）

高田委員長

計画骨子案の廃棄物分野での温室効果ガス発生量の振り返り・課題について、焼却をせずにリサイ

クルを推進すれば温室効果ガスを減らせるというように読めてしまう。しかし、リサイクルを進める際

にもエネルギーの消費やＣＯ２は発生するため、リサイクルのみを解決策と考えるのは良くない。ごみ

そのものの削減が必要だが、言及が少ない。廃棄物部門の基本計画とも連携し、削減方法に関する追

記を検討してほしい。

ご意見を踏まえ、廃棄物部門の現状と今後の課題の記載を修正しました。

（本資料 ３．2 地球温暖化対策の現状と今後の課題のまとめ）

また，市民の皆様に広く周知できるよう，今後計画（素案）全体の事務局案をお示しする段階で，ご

みの廃棄量と温室効果ガス発生の関係について、わかりやすくお知らせできるよう検討していきます。

加えて，市ホームページ等でのや広報を工夫していきます。

江尻委員
計画骨子案の現状と課題について，現行の表記だと、リサイクルだけをすればいいと捉えられるた

め、文章を追加したほうが良い。

高田委員長

区域施策編での検討を市民にフィードバックしたほうが、廃棄物量の削減効果があると考えている。

対組合ではなく対市民に訴えるため、区域施策編を重視したほうが、廃棄物の削減効果の可視化やア

クションへのつながりを図れるのではないかと考えている。



前回環境保全審議会でのご意見に対する考え方について
主なご意見（要旨） ご意見に対する考え方

CO2排出削減量の積み上げについて、素案段階では、積み上げと取組がリンクするものをお願い

したい。また、市側においても積み上げ量をどう確保していくか、各種データよりどれくらい必要なの

かを算出するべきである。そのうえで、予算のかけ方や取組スケジュールを検討すべきではないか。

削減目標達成に向けたロードマップにおいて、排出部門別・施策別の想定削減量との関係を整理する

予定です。

今後計画（素案）全体の事務局案をお示しする段階で，削減量の積み上げの更なる明確化を検討しま

す。

（本資料 ６．1_削減目標達成に向けたロードマップ）

それぞれの住宅でのエネルギー消費量については、実態がなかなかわからない。
計画の進捗管理をしていくうえでも，市民に協力してもらい各家庭のエネルギー消費量のデータを
ストックし、住宅・土地統計の分類に合わせてカテゴライズすることで、生の調布市のデータを集めて
おくべきではないか。
データの取り方はいろいろあると思われるので，仕組みを今回の計画でつくっていただけないか。

本計画における民生家庭部門，民生業務部門の主な取組として，エネルギー使用状況の見える化・分
析を予定しています。
いただいたご意見について，脱炭素化の行動促進に活用できるよう，今後の取組において検討してい
きます。
（本資料 5．2_施策の体系（市域全体））

市の率先行動については、費用対効果が分からないと民間部門への横展開は起こりにくい。排出削
減目標の達成はハードルが非常に高い中，コストの部分をもう少し可視化する必要があるのではない
か。

取組のうち，決算実績として示すことが可能なものについては，今後計画（素案）全体の事務局案をお
示しする段階で，掲載ができないか検討していきます。

市民意識調査において，市民による再エネ由来の電力購入割合が，令和６年度実績値で1.7％と低
い数値であるが、再エネ由来のエネルギーへの切り替えが面倒であると思っている市民が多い印象が
ある。切替は思いがけず容易であったため，行政のサイドから，自然エネルギーの供給をめざす電力
事業者の紹介などもあってもいいのではないか。

今後計画（素案）全体の事務局案をお示しする段階で，再エネ由来電力をわかりやすく紹介できるよう，
検討していきます。また，個別事業者の紹介については，公平性・透明性の観点では課題があるものの，
市民の皆様の具体的な行動につながるよう，今後の取組において検討していきます。

公共施設での再エネ１００％電力の導入について，購入した電力のうち，調布市内で作った地産のも
のが何%なのか記載されていると，市民も努力しなければならないと気がつくのではないか。

素案段階では比率として表示していませんが、地産地消の推進が重要であることから、太陽光発電設
備の屋根貸しを行った市の施設の地産地消型への将来的な切替や、再エネの地産地消の推進を今後の
施策・取組として設定しています。



調布市地球温暖化対策実行計画
の副題について

市民や事業者とともに実行していく計画とする取組の一環として，１１月１
日（日）に開催する市主催の環境分野の総合イベントである「環境フェア」で，
来場者から計画の副題について意見を募る予定です。
事務局で考えている現時点の副題の案は以下のとおりです。
※次回開催予定の策定委員会で，副題の案を決める予定です。

＜計画の副題の事務局案＞
①～市，市民，事業者が共に取り組むゼロカーボンチャレンジ～
②～共に考え，共に創る，ゼロカーボンシティちょうふ共創プラン～
③～未来を変えるための、私たちのゼロカーボンアクション～
④～まちのチカラ、みんなのチカラでゼロカーボン～
⑤～ゼロカーボンのまちへ――みんなで、進もう～
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第４章 計画の目標



４．１ 目指す将来像
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調布市地球温暖化対策計画において目指す将来像

めざそう 脱炭素のまち 調布
～ひとりひとりの“かしこい選択”がつくる わたしたちの暮らしと未来～

• 令和3(2021)年度に策定した「調布市地球温暖化対策計画（区域施策編）」では、市民一人一人が地球温暖化及び気候変動の問題に
対する危機感を持ち、自分ごととしてとらえて意識、行動を変える“かしこい選択”を積み重ね、広げていくことで、暮らしを変え、未来の
脱炭素社会の実現に貢献していくことを目指し、「めざそう 脱炭素のまち 調布～ひとりひとりの“かしこい選択”がつくる わたしたちの
暮らしと未来～」を目指す将来像としています。

• 令和7(2025)年1月に行った市民意識調査や事業者意識調査の結果を踏まえると、 “かしこい選択”を積み重ねていくことが今後も
引き続き重要な取組となります。このため、前計画の将来像を踏襲します。



４．２ 削減目標

⚫ 市の排出状況の現状、国や東京都の目標値等を踏まえ、本計画では、2030年度の排出削減目標を引き上げるとともに、2035年度の目
標値を新たに設定します。

⚫ 前計画では，東京都環境基本計画（令和２年度時点）の目標設定を踏まえ、廃棄物部門以外のエネルギー起源CO2排出量を対象とし、目
標を設定していましたが，本計画では，市域から排出される二酸化炭素排出量を包括的に削減するため，廃棄物部門を含んだ排出削減目
標を設定します。
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（１）温室効果ガス削減目標（区域施策編）

現状年度 目標年度

2022年度 2030年度 2035年度 2050年度

国の目標 2013年度比 ▲22.9% 2013年度比 ▲46% 2013年度比 ▲60% 排出量実質ゼロ

都の目標
2000年度比 ▲11.9%
（2013年度比 ▲21%）

2000年度 ▲50%
（2013年度比▲55%）

2000年度比 ▲60%
（2013年度比 ▲64%）

排出量実質ゼロ

市

前
計
画

2013年度比 ▲19.0%
※廃棄物部門を含むと

▲18.9%
2013年度比 ▲40% 設定なし 排出量実質ゼロ

本
計
画

—
2013年度比 ▲46%
（目標値引き上げ）

2013年度比 ▲64%
（目標値引き上げ）

排出量実質ゼロ

基準年度 現状年度 目標年度

2013年度 2022年度 2030年度 2035年度 2050年度

目標値 79万4千t-CO2 64万4千t-CO2
(基準年度比：▲18.9%)

42万9千t-CO2
(基準年度比：▲46.0%)

28万6 千t-CO2
(基準年度比：▲64.0%)

0 t-CO2
(排出量実質ゼロ)
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前計画R12中期目標

国R17中期目標

東京都R1２中期目標

国R２２中期目標

４．２ 削減目標

⚫ 市は公共施設への再エネ導入拡大等により、現行計画に設定している令和12（2030）年度削減目標を、前倒しで令和7（2025）年度中
に達成できる見込みとなっています。

⚫ そのため、本計画では、近年の再エネの導入拡大を含めてこれまで以上の削減ペースを推進しつつ、国と都の削減目標よりも多くの削減
を見据えた削減目標を設定します。具体的には、令和12（2030）年度4、900t-CO2以下（令和元（2019）年度比69%以上削減）、令
和17（2035）年度2、500t-CO2以下（令和元（2019）年度比77%以上削減）の達成に向けて取組を推進していきます。
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（２）温室効果ガス削減目標（事務事業編）

年度

目標排出量（案）

排出量
平成25（2013）

年度比
令和元（2019）

年度比

令和12
（2030）

4、900tCO2
以下

72%以上削減 69%以上削減

令和17
（2035）

3、700t-
CO2
以下

79%以上削減 77%以上削減

国と都の削減目標を超える、これまで以上の
削減ペースと直近の再エネ導入予定量を見据えた

削減目標を設定

◼削減目標

削減見込み量：
R7： 2、995t-CO2（再エネの導入拡
大）
R12： 1、821t-CO2（再エネの導入拡大）

1、770t-CO2（燃料の省エネ対策）
139t-CO2（街路灯のLED化）
１０t-CO2（公用車のZEV化）



第５章 施策推進の基本方針・施策・取組



５．１ 施策推進の基本方針

⚫ ５つの基本方針に沿って、今後の取組を推進していきます。
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基本方針１ 住宅・建築物の省エネルギー化を進める

• 市内のCO2排出量の約8割を占める民生家庭・民生業務部門の脱炭素化に向け、断熱改修等による建物のエネルギー需要の削減、設備機
器の高効率化等さらなる省エネルギー化を促進

基本方針４ 地域でエネルギー・資源を有効利用するとともに、エネルギー・資源を循環させる

• 設備機器や建物における対策に加え、防災やインフラ整備の視点も踏まえた、地域におけるエネルギーの有効利用を推進

基本方針２ 再生可能エネルギーの導入拡大を図る

• 市街化が進み建物を活用した太陽光発電設備等の設置ポテンシャルが高いという地域特性に合わせ、再生可能エネルギーの導入を拡大す
るとともに、先進技術についても研究を進め、設置可能場所の拡大を検討

基本方針３ ゼロカーボンに向けて行動する地域のつながりを創る

• 市民・事業者の環境配慮行動を促進するため、共に考え・行動する「共通体験」ができる場を創り、その活動を積極的に発信。取組の輪を広
げることで、「つながること」「ゼロカーボンに取り組むこと」がメリットと感じてもらい、取組の定着と市域の活性化を図る

基本方針５ 気候変動への適応策を推進する

• 近年の猛暑や豪雨など、市民生活に身近で大きな脅威となっている気候変動の影響による被害を回避・軽減するための対策を推進



５．２ 施策の体系（市域全体）

⚫ 削減目標の達成に向けて、5つの基本方針とそれらに紐づく以下の取組を推進します。
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基本方針 施策

１．住宅・建築物の省エネルギー化
を進める

１－１ 住宅のエネルギー効率の向上

１－２ 事業所等のエネルギー効率の向上

１－３ 公共施設のエネルギー効率の向上

2．再生可能エネルギーの導入拡大
を図る

２－１ 住宅・事業所等における再エネの
導入拡大

２－２ 公共施設における率先的な再エネ
の導入拡大

３．ゼロカーボンに向けて行動する
地域のつながりを創る

３－１ 市民・事業者など多様な主体との
連携推進

４．地域でエネルギー・資源を効率
的に利用するとともに、エネル
ギー・資源を循環させる

４－１ 地域におけるエネルギーの有効
利用

４－２ 交通機関の脱炭素化の推進

４－3 資源循環の推進

5．気候変動への適応策を推進する

５－１ 水害対策の推進
（自然災害分野）

５－２ 熱中症対策・ヒートアイランド対策
の推進（健康・都市生活・経済活動分野）

５－３ 自然環境への対策の推進
（水環境・水資源・緑環境・自然生態系・農
業分野）

主な取組イメージ 成果指標

３－２ 市役所の日常業務における率先行
動の推進

民生家庭部門のエネルギー
消費量

民生業務部門のエネルギー
消費量

公共施設のエネルギー消費
量

市域内に設置した太陽光発電
システムによる発電電力量

・公共施設に設置した太陽光発電システ
ムの発電電力量
・公共施設における再生可能エネルギー
由来の電力購入によるCO2削減量

ゼロカーボンンシティ実現に向
けた産官学民連携の場への参
加者・登録者数

エネルギーの地域内利用に向
け連携する市内事業者数

運輸部門（自動車）の二酸
化炭素排出量

廃棄物部門の二酸化炭素
排出量

浸透施設等の設置による
雨水の浸透能力

熱中症救急搬送者数

・みどり率
・公共が保全する緑の
面積

公共施設のエネルギー使用量
庁用車の年間二酸化炭素排出量

資料６「次期地球温暖化対策実行計画
の施策体系（案）詳細」を参照



５．2 施策の体系（市の事務事業）

⚫ 前ページの施策の体系から市の事務事業に関わる施策を抽出したものは、以下のとおりとなります。
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１－３
公共施設のエネルギー効率の向上

２－２
公共施設における再エネの導入拡大

３－２
市役所の日常業務活動における率先行動
の推進

４－２
交通機関の脱炭素化の推進

⚫ 公共施設の新築・増築・改修の際にZEB化を検討する他、さらなる省エネルギーの実現に
向けて設備の更新を適宜行い、設備の適切な保守・管理を推進します。

⚫ 導入が可能な施設については再生可能エネルギーの発電設備を導入し、その他施設につ
いては再生可能エネルギー１００％電力への切り替えを推進し、公共施設の電力の脱炭素
化を図ります。

⚫ 市役所・公共施設において省エネルギー行動を徹底し、エネルギーと資源の消費量削減を
図ります。

⚫ 市の事務事業によって発生するごみの減量を図るとともに、さらなるリサイクル行動に取
り組み、資源の循環を推進します。

市民・事業者がゼロカーボンに向けて行動する
社会の実現に向けて、市として率先行動を推進

⚫ 庁用車を買い替える際は電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車など、走
行時に二酸化炭素を排出しない（または排出が少ない）自動車を導入します。



５．2 施策の体系（【参考】令和７年度までの地球温暖化対策実行計画の体系）
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５．３ 施策・取組（【参考】令和７年度までの地球温暖化対策実行計画の施策・取組）
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５．３ 施策・取組 【レイアウトイメージ ※他の施策も同様に掲載】

基本方針 １．住宅・建築物における省エネルギー化を進める

施策 １－１ 住宅のエネルギー効率の向上

成果指標 世帯当たりエネルギー消費量 XX（XX年度） XX（XX年度）

指標名 現状値 目標値

活動指標

市内のCO2排出量の約8割を占める民生家庭・民生業務部門の脱炭素化に向け、断熱改修等による建物のエネルギー需要
の削減、設備機器の高効率化等さらなる省エネルギー化を促進します。

省エネ導入補助事業の利用件数累計
（断熱フィルム・断熱化改修） XX（XX年度） XX（XX年度）

省エネ導入補助事業の利用件数累計
（高効率給湯器） XX（XX年度） XX（XX年度）

家庭におけるLED化率
※市民意識調査により把握 XX（XX年度） XX（XX年度）

成果指標の推移のグラフ
イメージ図・画像
用語の説明

国・都・市の補助制度など
お役立ち情報・参考情報のQRコード



取組項目 市が取り組むこと 市民が取り組むこと 事業者が取り組むこと

ＺＥＨ※をはじめとする新築住宅
の省エネルギー化

既存住宅の断熱性能の向上

省エネ性能の高い機器の導入

エネルギー使用状況の見える化

省エネ診断の推進

◆．◆ 施策・取組
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取組内容

災害レジリエンスの向上 ZEH，窓や玄関ドアの断熱化，断熱フィルム，

暮らしの質の向上（快適性） ZEH，窓や玄関ドアの断熱化，断熱フィルム，

エネルギーの安定的確保

経済活性化・地域内経済循環

都市の魅力向上

都市の利便性向上

期待できる地域課題への波及効果



第６章 削減目標達成に向けた
ロードマップ



６．２ ロードマップ
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（１） 総括（エネルギー起源CO2）

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

794.0
（単位：千t-CO2）

644.1
（基準年度比▲18.9%）

①国やエネルギー供給事業者による取組
電力供給の脱炭素化による削減
【全部門共通】

285.8
（基準年度比▲64.0%）

0
（排出量実質ゼロ）

調
布
市 428.7

（基準年度比▲46.0%）

▲85.7

▲215.4 ▲358.3

民生家庭部門の脱炭素化

民生業務部門の脱炭素化

運輸部門の脱炭素化

▲185.4

▲50.4

▲40.5

▲8.4

▲65.7

▲51.3

▲12.2

廃棄物部門の脱炭素化 ▲1.0 算定中

修正あり

産業部門の脱炭素化 ▲2.9 ▲4.5

③市独自や東京都との連携による取組

②省エネルギー化の進展による削減

▲26.6 ▲39.2



６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】

20

（１） 総括

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

産
業

業
務

家
庭

運
輸

781.2
（単位：千t-CO2）

633.1
（基準年度比▲18.9%）

417.7
（基準年度比▲46.0%）

274.9
（基準年度比▲64.0%）

0
（排出量実質ゼロ）

４８.1

261.1

332.1

139.9

32.2
（▲33.0%）

193.8
（▲25.8%）

293.2
（▲11.7%）

113.8
（▲18.6%）

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

排出量を
表示

0

0

0

0

⚫ 革新技術の実装

⚫ 更なる電力の脱
炭素化

⚫ 社会変容

調
布
市

(参考)
東京都

6、347
（単位：万t-CO2）

4、796
（基準年度比▲23.8%）

2、856
（基準年度比▲55.0%）

2、285
（基準年度比▲64.0%）

0
（排出量実質ゼロ）

廃
棄
物 12.7 11.3 排出量を

表示
排出量を
表示

0

修正あり
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（２） 民生家庭部門

家
庭

332.1 293.2

0

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

電力供給の脱炭素
化

住宅のエネルギー効
率の向上

再エネの導入拡大

省エネルギー化の進
展

• 火力発電からの転換など
脱炭素電源の活用

• ZEHの普及促進
• 既築建築物の省エネルギー
改修促進

• 高効率機器・設備の
導入促進

• 新築住宅への太陽光発電
設備の設置

• 既築住宅への太陽光発電
設備の設置

• 再生可能エネルギーの利用
促進

• 省エネ技術の進展
• 省エネルギー行動の促進

削減量を
表示

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

（単位：千t-CO2）

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】



• 火力発電からの転換など
脱炭素電源の活用
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（３） 民生業務部門

業
務

261.1 193.8

0

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

電力供給の脱炭素
化

建築物のエネルギー
効率の向上

再エネの導入拡大

省エネルギー化の進
展

• ZEBの普及促進
• 既築建築物の省エネルギー
改修促進

• 高効率機器・設備の
導入促進

• 新築建築物への太陽光発電
設備の設置

• 既築建築物への太陽光発電
設備の設置

• 再生可能エネルギーの利用
促進

• 省エネルギー技術の進展
• 省エネルギー行動の促進

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

（単位：千t-CO2）

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】



• 鉄道の省エネルギー化
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（４） 運輸部門

運
輸

139.9 113.8

0

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

環境に配慮した
自動車利用

移動手段の脱炭素
化

• 自動車のZEV化

• 公共交通機関の利用
• 自転車の利用促進
• シェアサイクル
• カーシェアリングの普及
• 自動車の燃費向上

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

（単位：千t-CO2）

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

鉄道の脱炭素化

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】



建築物のエネルギー
効率の向上

省エネルギー化の進
展

• ZEBの普及促進
• 既築建築物の省エネルギー
改修促進

• 高効率機器・設備の
導入促進

• 省エネルギー技術の進展
• 省エネルギー行動の促進

• 火力発電からの転換など
脱炭素電源の活用
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（５） 産業部門

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

産
業

４８.1 32.2

0

電力供給の脱炭素
化

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

（単位：千t-CO2）

再エネの導入拡大

• 新築建築物への太陽光発電
設備の設置

• 既築建築物への太陽光発電
設備の設置

• 再生可能エネルギーの利用
促進

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示



25

（６） 廃棄物部門

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

（単位：千t-CO2）

ごみの発生・排出抑
制

さらなる資源化の推
進

• 家庭系ごみ・事業系ごみの
ごみ減量に関する普及啓発

• 食品ロス対策の推進
• プラスチック対策の推進

• 家庭系ごみ・事業系ごみの
資源化に関する普及啓発

• 資源回収の促進

削減量を
表示

削減量を
表示

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

廃
棄
物

12.7 11.3

0

６．２ ロードマップ 【レイアウトイメージ】 修正あり



６．２ ロードマップ
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（７） 市の事務事業（公共施設・庁用車） ※市域全体では民生業務部門（公共施設）・運輸部門（庁用車）として算定

公
共
施
設
等

17.5 15.1 4.7 3.5
0

2013
基準年度

2022
現状年度

2030
中間目標年度①

203５
中間目標年度②

20５0
最終目標年度

公共施設における
再エネの導入拡大

公共施設のエネル
ギー効率の向上

• 太陽光発電設備の導入
• 再エネ１００％電力への
切り替え

• LED化（街路灯を含む）
• ZEB化，断熱化，
高効率機器の導入

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
実
現庁用車の脱炭素化

• 庁用車のZEV化
（買い替え時）

（）内の数値は現状年度比のCO2削減量を示しています

⚫ 革新技術の
実装

⚫ 更なる電力
の脱炭素化

⚫ 社会変容

（単位：千t-CO2）

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示

削減量を
表示



• 目標達成に向けた取組のロードマップ（例）

79.4万
t-CO2 64.4万

t-CO2 42.9万
t-CO2 28.6万

t-CO2
実質ゼロ

2050年
目標

2035年度
目標

2030年度
目標

2022年度
直近実績

2013年度
※基準年度

基準年度比
▲18.9％

基準年度比
▲46％

基準年度比
▲64％
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全体

①省エネルギー化の推進

②再生可能エネルギーの導入拡
大

③ゼロカーボンに向けて行動する
社会作り
④地域でのエネルギーの効率的
利用・エネルギー循環の推進

2030年までに省エ
ネ基準引き上げ
(ZEH水準)

省エネ診断促進，高断熱化・省エネ機器導入促進 ※普及状況や国や都の制度動向等を踏まえ，随時支援制度を見直し

照明のLED化促進
（2027年12月に蛍光灯製造終了）

太陽光発電設備・蓄電池導入促進 ※普及状況や国や都の制度動向等を踏まえ，随時支援制度を見直し

新築建築物への再エネ利用設備（太陽光発電設備等）の設置義務化（2025年度～）

2026年度 2030年度 2035年度 2040年度 2050年
次期計画期間

新築建物の省エネ・高断熱化の推進，市民・事業者の省エネ設備導入等の支援

エネルギー供給側におけるCO2排出係数の低減（電力事業者やガス事業者によるエネルギー転換）による排出削減

人口・世帯数の変動に伴う排出の増減 ※調布市将来人口推計（2022年３月）では，2030年をピークに人口減少に転じることが予測

国等による取組・動向 都による取組・動向 市による取組・動向

・省エネ基準
適合義務化

(2025年
度)建物の省エネ・高断熱化の推進，市民・事業者の省エネ設備導入等の支援

市の公共施設のZEB化・省エネ改修，エネルギーマネジメント推進

ゼロカーボンに関する広報，環境学習や学校等における環境教育による啓発の実施，ゼロカーボンを軸としたコミュニティ形成の推進

＜新築住宅＞東京ゼロエミ住宅補助等の支援，東京ゼロエミ住宅への税制面での優遇措置

市の公共施設への更なる太陽光発電設備設置拡大 ※次世代型太陽電池の設置等を含む

市の公共施設への再生可能エネルギー１００％電力の導入，PPA等による市外への再エネ設備設置（市内消費）の検討・推進

契約切替による再生可能エネルギー１００％電力の導入促進

※オール東京６２市区町村共同事業「気候
変動対策に関する調査研究報告書」等に基

づく

東京都や近隣自治体と連携した広報・啓発の実施

産学官連携による地域でのエネルギーの効率的利用やエネルギー循環の検討・推進

市の公用車のZEVへの切替，ZEVを主体としたカーシェアリング事業者との連携の検討・推進

現行計画期間

＜市域の二酸化炭素排出量削減目標と将来排出量＞

６．２ ロードマップ 【参考】計画骨子（案）時のロードマップのイメージ（例） 追加



参考資料



◼ 施策の基本方針と体系

➢ 目標達成に向けて、施策推進の基本方針と施策体系を紹介します。

◼ 施策内容

➢ 施策内容について分野別に施策を設け、具体的な取組と取組主体
についてまとめています。

◼ ロードマップ

➢ 二酸化炭素排出実質ゼロに向けた，２０３０年・２０３５年・２０５０年
までの取組のロードマップをまとめています。

◼ 計画の進行管理

➢ 本計画の推進体制と点検・評価の仕組みについて紹介します。

地球温暖化対策実行計画の記載内容の全体像について
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◼ 地球温暖化がもたらす影響

➢ 地球温暖化の仕組みや気候変動の影響をまとめています。

◼ 地球温暖化に対する国内外の動向

➢ 地球温暖化対策における国内外の動向についてまとめています。

◼ 地球温暖化対策実行計画の策定の視点

➢ 計画策定の背景や目的、策定の視点をまとめています。

◼ 地球温暖化対策実行計画の役割

➢ 本計画の位置づけ（区域・事務事業編）や役割、期間等についてまと
めています。

◼ 調布市の特徴

➢ 人口・土地利用・産業・交通・廃棄物等、市の地域特性について紹介
します。

◼ 調布市の地球温暖化対策と状況

➢ 市の温室効果ガス排出量やエネルギー消費量、再生可能エネルギー
導入量など、定量情報をまとめています。

➢ 既存の施策や市内の意識調査、気候変動がもたらす影響についてま
とめています。

◼ 今後調布市が取り組むべき課題

➢ 今後市が取り組むべき課題について、分野別にまとめています。

◼ 市の目指す姿

➢ 本計画を踏まえ、市の目指す将来像について紹介します。

◼ 温室効果ガス削減に向けた目標設定

➢ 温室効果ガス削減目標と脱炭素シナリオ、再生可能エネルギー導入
目標についてまとめています。

◼ 削減目標の達成に向けて

➢ 各種目標の達成に向けて目指す目標を部門別、市民・事業者別にま
とめています。

地球温暖化対策実行計画とは？

調布市の地球温暖化対策の現状は？

2050年ゼロカーボンシティの実現に
向けた将来像・目標は？

目標達成に向けて取り組むことは？



第1章 計画の策定にあたって



⚫ 区域施策編とは

市域から排出される温室効果ガスの削減に向けて、市民・事業者・

が、それぞれの立場から市域の地球温暖化対策を推進するために

策定する計画です。

⚫ 事務事業編とは

市の事務事業に伴い発生する温室効果ガスの削減に向けて、市

域の脱炭素化のトップランナーとして 、地球温暖化対策に関する

取組を率先して推進していくために策定する計画です。

１．１ 計画策定の背景・目的
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（１） 地球温暖化対策実行計画について

事務事業編区域施策編

• 市域から排出される温室効果
ガスを削減

• 住民・事業者・行政の全てが
対象

（根拠法）
地球温暖化対策推進法
第21条第4項

• 市の事務事業に伴い排出され
る温室効果ガスを削減

• 市が対象

（根拠法）
地球温暖化対策推進法
第21条第1項

1995年 環境基本条例の制定、環境管理計画の策定
(H7)３月 国の環境基本計画の策定等を踏まえ、地域環境保全を目的として策定

2007年 環境基本計画（H19-H27）の策定
（H19)3月 地球環境問題への対策も計画に位置付け

第１次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定
初の事務事業編

２０１０年 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定
（H22)3月 初の区域施策編

基本方針：
「みんなでかえる！くらし まち きもち～目指せ 低炭素なまち ちょうふ～」
削減目標：１９９０（H2）年度比で２０２０（R12）年度に▲２５％削減

※長期目標は２０５０（R32）年度に▲６０％削減

計画期間：2010（H22)年度～２０２０（R12)年度

2016年 環境基本計画 (H28-R9)の更新
(H28)3月 パリ協定など新たな視点を踏まえた計画を策定

2021年 環境基本計画の改定(R3-R7)
(R3)3月 SDGsや国のカーボンニュートラル宣言など

大きく変化する社会情勢に対応するため計画を改定

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の更新
パリ協定など新たな視点を反映
将来像：「めざそう 脱炭素のまち ちょうふ

～ひとりひとりの“かしこい選択”がつくる 私たちの暮らしと未来～」
削減目標：2013(H25)年度比で2020(R12)年度に▲２５％削減
※長期目標は２０５０（R32）年に温室効果ガス（二酸化炭素）排出実質ゼロ

計画期間：２０２１(R3）年度～２０３０（R12）年度

第４次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定
計画期間：２０２１（R3）年度～２０２５（R7）年度

２０２１年 調布市ゼロカーボンシティ宣言
（R3)4月 市と市議会が共同で、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロにする

ゼロカーボンシティを目指すことを宣言

◼ 地球温暖化対策実行計画とは？ ◼ 地球温暖化に関するこれまでの市の計画策定経過



１．１ 計画策定の背景・目的
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（２） 調布市ゼロカーボンシティ宣言

⚫ 令和３年４月に市と市議会は、脱炭素社会の実現に向けて「２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」にするゼロカーボンシティ（※）を

目指すことを宣言しました。

※ゼロカーボンシティとは

２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ（温室効果ガスの人為的発生源
による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成すること）
を目指すことを都道府県知事または市区町村長が表明し、公表した地方自治体
のことです。

調布市では、令和３年第１回調布市議会定例会において、ゼロカーボンシティを
目指すことを表明しています。



１．１ 計画策定の背景・目的
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（３） 計画で対象とする温室効果ガス，対象とする区域や事務事業の範囲

◼ 対象とする温室効果ガス

区域施策編 事務事業編

⚫ 地球温暖化対策推進法に規定する温室効果ガス（７種類）を対象
とします。
・二酸化炭素（CO2）
・メタン（CH4）
・一酸化二窒素（N2O）
・ハイドロフルオロカーボン（HFC）
・パーフルオロカーボン類（PFCｓ）
・六フッ化硫黄（SF６）
・三フッ化窒素（NF3）

⚫ 削減目標は、市民・事業者の行動が大きく関わる「二酸化炭素」を
対象に設定します。

⚫ 区域施策編と同様、地球温暖化対策推進法に規定する温室効果
ガスを対象とします。
なお、市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスは、以下の４
物質となります。
・二酸化炭素（CO2）
・メタン（CH4）
・一酸化二窒素（N2O）
・ハイドロフルオロカーボン（HFC）

⚫ 削減目標は、二酸化炭素（CO2）以外の温室効果ガスも含めた、
温室効果ガス総排出量（CO2として表示）に対して設定します。

⚫ 対象とする区域は「調布市全域」とします。

⚫ 温室効果ガスの排出部門は、以下の部門に分けることとします。

⚫ 対象とする事務事業の範囲は、「調布市役所を構成する組織が管
理（所有権又は賃借権がある）している施設・車両」とします。
なお、施設には街路灯を含みます。

※調布市役所を構成する組織は、市長部局及び教育委員会とし、外局（監査事務局、議
会事務局、選挙管理委員会、会計課）は、市長部局の一部として含めます。

◼ 計画の対象とする区域の範囲

公共施設の利用（電力、ガス、
その他の燃料等）による
温室効果ガス排出量

市の事務事業に
利用する庁用車

市における街路灯の
利用による温室効果

ガス排出量

◼ 対象とする温室効果ガス

◼ 計画の対象とする事務事業の範囲
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地球温暖化が進行した将来の気温はどうなるでしょうか。

■東京都のこれからの気温変化

出典：JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター
令和４年３月『東京都の気候変動』（制作：気象庁 東京管区気象台）

ⅴ

１．１ 計画策定の背景・目的

（１） 気候変動の影響
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地球温暖化が進行すると，暑くなる以外に，どんなリスクがあるのでしょうか。

出典：JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター

気温上昇によって気候が変化すると，いろんなリス
ク（危険）が生まれてしまいます。

１．１ 計画策定の背景・目的

（１） 気候変動の影響
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なぜ地球温暖化対策が必要なのでしょうか。

ⅴ
令和世代は昭和世代に比べ、地球温暖化による気象災害を
受けやすい。え”

出典：令和5年３月『気候変動適応における広域アクションプラン災害時の孤立に備える～地域

特性に応じた減災としての適応～』（制作：環境省 気候変動適応関東広域協議会）

１．１ 計画策定の背景・目的

調布市地球温暖化対策啓発キャラクター
ゴヤたん

２０５０

（１） 気候変動の影響



37出典：令和５年３月『家庭の省エネハンドブック ２０２３』（制作：東京都）

気候変動には「緩和策」と「適応策」の２つが必要です。

攻めの地球温暖化対策

緩和策!!

防御の

適応策!!

地球温暖化の影響から身を守ることと，同時に，地
球温暖化の進行を防ぐ，脱炭素を目指すことが大
事になります。

地球温暖化の
原因を取り除い
ていく！

地球温暖化から
身を守る！

（１） 気候変動の影響

１．１ 計画策定の背景・目的

一部加工



１．１ 計画策定の背景・目的

⚫ 平成27(2015)年に行われた気候変動枠組条約第21回締結国会議（COP21）で「パリ協定」が採択され、世界の平均気温上昇を産業革
命前に比べ1.5℃以内に抑える努力を追求することが合意されました。

⚫ 令和6(2024)年にトリノにおいて開催された「G7気候・エネルギー・環境大臣会合」では温室効果ガス排出量を2019年比で2030年
に43%、2035年に60%削減する目標に対し、引き続き取り組む「トリノ合意」がされるなど、2050年までにネット・ゼロ（実質排出ゼ
ロ）を達成するための動きが加速しています。
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（４） 気候変動に関する国内外の動向

東京都

H27（2015） R2（2020）

R1（2019）

R６（2024）

R7（202５）

国

R3（2021）

国

ゼロエミッション東京宣言 GHG排出量46%減表明
地球温暖化推進法改正
地球温暖化対策計画改定
地域脱炭素ロードマップ公表

地球温暖化対策計画、
第７次エネルギー基本計画、
GX2040ビジョン策定

国

G7気候・エネルギー・環境大臣会合
にて温室効果ガスの2030年に
43%、2035年に60%削減する
目標に合意（トリノ合意）

カーボンニュートラル表明パリ協定採択

東京都

「2030年カーボンハーフ」
に向けた意向を表明

ゼロカーボンシティ宣言

市

国 国

東京都

「ゼロエミッション東京戦略
Beyond カーボンハーフ」
を策定



【国際社会での気候変動対策に関するこれまでの主な合意事項】

⚫ COP3「京都議定書」（平成9(1997)年採択）

•先進国において、平成24(2012)年までに平成2(1990)年比で約5%の削減を義務化

⚫ COP21「パリ協定」（平成27(2015)年採択、平成28(2016)年11月発効、平成30(2018)年から実施）

•世界の平均気温上昇を産業革命前に比べ2℃より十分低く抑え、1.5℃以内に抑える努力をできる限り追求

•各国が温室効果ガス排出削減目標を5年ごとに提出・更新

⚫ IPCC「1.5℃特別報告書」（平成30(2018)年 IPCC総会で承認）※IPCC（気候変動に関する政府間パネル）：気候変動に関する科学的知見を評価する国際機関

•世界の平均気温1.5℃と2℃上昇の間では、生じる影響に有意な差

•気温上昇を1.5℃に抑えるためには、令和12(2030)年までに平成22(2010)年比で世界全体のCO2排出量を約45％削減し、2050年前後にCO2排出

量が正味ゼロ（カーボンニュートラル）になっていることが必要

⚫ COP26「グラスゴー気候合意」（令和3(2021)年にグラスゴーで開催）

•世界の平均気温上昇を1.5℃以内に抑えるための努力を継続

⚫ IPCC「第６次評価報告書」（令和3(2021)年 IPCC総会で承認）

•地球温暖化が人間の影響で起きていることを初めて「疑う余地はない」と評価

•世界平均気温は、産業革命前と比べ2011～2020年に1.1℃上昇

•世界の平均気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには、温室効果ガス排出量を令和元（2019）年比で令和12（2030）年に43%、令和17（2035）年に60%

削減することが必要

⚫ COP28合意事項（令和5(2023)年にドバイで開催）

• 2030年までに再エネ発電容量を世界全体で３倍、省エネ改善率を世界平均で２倍にすることに合意

•温室効果ガス排出量を令和元（2019）年比で、令和12（2030）年に43%、令和17（2035）年に60%削減する必要性を認識

•パリ協定目標達成のため、5年ごとの世界全体の進捗状況の評価（グローバル・ストックテイク）を実施。目標まで隔たりがあり行動と支援が必要であることを

確認

１．１ 計画策定の背景・目的
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（４） 気候変動に関する国内外の動向

⚫ 平成27(2015)年に行われた気候変動枠組条約第21回締結国会議（COP21）で「パリ協定」が採択され、世界の平均気温上昇を産業革

命前に比べ1.5℃以内に抑える努力を追求することが合意

⚫ 令和5(2023)年にドバイで行われたCOP28で、温室効果ガス排出量について以下の水準に削減する必要性の認識を共有

目標値 2019年比で、2030年に▲43%（CO2は▲48％）、2035年に▲60%（CO2は▲65％）削減

◼ 国際社会の動向



⚫ 国は、令和7(2025)年2月にエネルギー・脱炭素に関わる３つの計画を一体で策定、「地球温暖化対策計画」において温室効果ガス排出削

減目標を設定

⚫ 上記目標の達成のため、「第７次エネルギー基本計画」において、再生可能エネルギーの電源構成比の目標を設定

⚫ エネルギー安定供給、脱炭素化、経済成長の同時実現を目指すGX（グリーントランスフォーメーション）を加速させるため、新たに

「GX2040ビジョン」を策定

１．１ 計画策定の背景・目的
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（４） 気候変動に関する国内外の動向

◼ 国の動向

①第７次エネルギー基本計画 エネルギーの需給に関する基本的な計画 ②地球温暖化対策計画

③GX2040ビジョン

エネルギー安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指すグリーントラン
スフォーメーション（GX）を加速させ、民間投資を促進するための国家戦略
※グリーントランスフォーメーション（GX）
化石エネルギー中心の産業・社会構造を、クリーンエネルギー中心の産業・社会
構造に変革していく経済社会システム全体の改革への取組

国の目標値
2040(R22)年度の発電電力量に占める再生可能エネルギーの構成比を4～5割程度（うち太陽光発電は22～29％程度）に引き上げ
※2023年度実績の太陽光発電の構成比は、約１０％

市の状況 2023(R5)年度実績の年間電力使用量（約９億kWh）に占める再生可能エネルギーの割合は約７％（うち太陽光発電の割合は約２％）

温室効果ガスの排出抑制
等に関する目標、目標達成
のために国・地方公共団体
が講ずべき施策等につい
て定める国の総合計画

出所：経済産業省「第７次エネルギー基本計画（概要）」

出所：環境省「地球温暖化対策計画の概要」

出所：経済産業省「GXリーグ基本構想」

国の目標値 2013(H25)年度比で、2030(R12)年度▲46%、2035(R17)年度▲60%、2040(R22)年度▲73%



⚫ 都は、令和7(2025)年3月に「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」を策定、2035年の新たな温室効果ガス排出削減目

標を設定

⚫ 目標の達成に向け、31の個別目標を設定、再生可能エネルギーの基幹エネルギー化をはじめとする10の政策と8の重点プロジェクトを位

置付け

⚫ ゼロエミッションに向けた理念として、「シナジーを高め、脱炭素化が多様な社会課題へ同時に貢献」「東京が脱炭素化をけん引し、国内外の

CO2削減に貢献」「あらゆる主体が団結して行動し、脱炭素化を実現」を設定

１．１ 計画策定の背景・目的
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（４） 気候変動に関する国内外の動向

◼ 都の動向

都の目標値
2000（H12）年度比で、2030(R12)▲50%（カーボンハーフ）、2035(R17)▲60%以上
※2035年の新目標は、国際的に求められる水準とも整合

＜8の重点プロジェクトと31の個別目標＞

出所：東京都環境局「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」

①ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ



まずは市が率先行動

・公共施設（高圧受電施設 全５９施設）への
再生可能エネルギー１００％電力の導入
【R6・R7】

・新築施設のZEB化の推進（若葉小・四中・図書館
若葉分館整備） 【R6～】

・庁用車への電気自動車の導入、公共施設へのEV
充電設備の設置推進 【R5～】

・たづくり設備更新型ESCO事業の実施
【R3～R5】

・照明機器のLED化の推進 など

市民や市内事業者

の行動を促進

・太陽光発電補助事業の拡充 【R７～】

・広報紙「ゼロカーボンシティちょうふ」の発行
【R6～】

・民間企業等と連携した、親子向け環境学習事業
の充実 【R6～】

・家庭向け省エネルギー設備導入補助事業の実
施 【R5～】

・事業所向けLED補助事業の実施 【R4～】

など

多様な主体と力を合わせて、

地域一丸となりゼロカーボンシティ
を推進、周辺地域とも連携

・（仮称）ゼロカーボンシティ調布推進協議会の設立
【R7】

・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度導入
【Ｒ７～】

・電気通信大学のＩＰＥＧ推進コンソーシアムへの参画
【Ｒ６】

・多摩地域自治体と実務者レベルでの交流会開催
【R6】

１．１ 計画策定の背景・目的
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（５） 市におけるこれまでの取組

⚫ 令和３(2021)年４月のゼロカーボンシティ宣言以降、まず市の事務事業において、脱炭素化に向けた率先行動を推進しました。
⚫ 令和６(2024)年度までに、補助事業などの導入支援や広報紙などの普及啓発を充実させ、市民や市内事業者の脱炭素化に向けた行動
を進めています。また、これまでの取組を礎に、市民や事業者等の多様な主体と力を合わせて、地域一丸となりゼロカーボンシティを推進
することを目指しています。

R3.4月
ゼロカーボンシティ宣言

• 地球温暖化が原因とされる気候変動は、
人類の生存基盤を揺るがす「気候危機」
として、私たちの市民生活にも影響を
及ぼす身近で大きな脅威

• 温室効果ガスの最も大きな割合を占め
る二酸化炭素を排出しない社会に転換
していくことが必要

• 脱炭素社会の実現に向けて、国・東京都
と連携し、市民や事業者等の多様な主
体と力を合わせて、２０５０年までに二
酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロ
カーボンシティ」の実現に向けて、オー
ル調布で取り組む

【ゼロカーボンシティ宣言のポイント】

家庭や事業所
など民生部門
が８割



１．１ 計画策定の背景・目的

⚫ 市は令和3(2021)年3月に「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、脱炭素に
向けた取組を進めてきました。

⚫ 令和7(2025)年度に、「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の中間見直しを行うこととしています。また，令和7(2025)年度
には、上位計画となる「調布市環境基本計画」 と「調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の計画期間が満了します。

⚫ 令和3(2021)年4月の調布市ゼロカーボンシティ宣言、また国際社会、国、都等の動向を踏まえ、令和3年3月に策定した計画の2030年
度の目標値引き上げを行うとともに、新たにそれ以降の年度についても目標値の設定を行うこと、及び区域施策編と事務事業編を統合す
ることで、市による率先行動を区域における取組に波及させていくことを明確化することから、新たに計画を策定することとしたものです。

⚫ 気候変動による影響が深刻化している中、本計画を、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画（※）としても位置付けます。
⚫ 計画期間は，国が掲げる長期的な目標である令和 32（2050）年を見据えつつ、令和8（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 
年間とします。なお，社会潮流や市の現況に適切に対応するため、必要に応じて令和13（2030）年度に中間見直しを行うことも検討します。
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（６） 計画の位置付け、計画期間

＜計画の位置付け＞

調布市地球温暖化対策実行計画
（令和8年3月策定予定）

事務事業編区域施策編
連携

地球温暖化対策計画

地球温暖化対策推進法

調布市
総合計画

関連計画等

連携

整合
・
連携

第７次エネルギー基本計画

GX2040ビジョン

気候変動
適応法

国

都

市

調布市環境
基本条例

ゼロエミッション東京戦略

調布市環境基本計画
(令和8年3月策定予定)

東京都環境確保条例

計画期間10年間

※５年程度で一部見直し

2026(R8)
年度

2035(R17)
年度

次期
計画

※地域気候変動適応計画とは

市域において実際にもしくは想定される気候変動による影響を認識し、被害の
軽減や回避を図る取組（気候変動への適応策）を計画的に推進していくことを定
めたものです。
気候変動適応法で策定に努めることが位置付けられており、地球温暖化対策実
行計画と一体で策定することができます。

＜計画期間＞



＜策定の視点＞

脱炭素シナリオ・ロードマップを明示

令和３年４月のゼロカーボンシティ宣言を踏まえ、市民や事業者とゼロカーボンシティ実現に向けた道筋を共有し共

に進めていくため、２０５０年までの脱炭素シナリオ、ロードマップを示します。

#1

先進的な技術の導入方針、再生可能エネルギーの導入目標など施策ごとの目標を明確化

二酸化炭素排出削減目標をどうすれば達成できるのか、再生可能エネルギーの導入目標など施策ごとの活動目標

を明確化します。

#2

温室効果ガス排出削減目標を上方修正

現行計画策定後、市議会と共同でゼロカーボンシティを目指すことを宣言、また、地球規模の問題であることから、

国際社会・国・都の動向を踏まえて対策を進めていくことが重要である中、国や都の２０３０年度の目標値は引き上

げ。現行計画の２０３０年目標達成も困難を抱えているものの、喫緊の課題として、目標値を上方修正します。

#3

脱炭素化の取組により期待できる波及効果を記載

地域の防災力の強化、地域内で余った電力を有効利用するなどエネルギーの地域内循環による安定供給と最適化、

窓の断熱化改修による生活の質の向上、LED化工事や省エネ・再エネ機器の設置・管理を市内事業者が担うことに

よる地域経済の活性化など、脱炭素化を進めることにより期待できる地域への波及効果を記載します。

#4

気候変動への適応策を強化

猛暑など気候変動が既に市民生活に深刻な影響を及ぼしている中、温室効果ガスの削減を図る「緩和策」とともに、

気候変動の影響により既に発生している被害の軽減・回避を図るために必要な対応策を図る「適応策」の具体化を

更に進めます。

#5

１．１ 計画策定の背景・目的

⚫ 計画の策定に当たっては、社会潮流・技術動向の変化を踏まえるとともに、施策・取組の進捗状況とゼロカーボンシティの実現に向けた課
題を明確化し、課題解消に向けた方策を示すことで、市民・事業者とともに取組を進めていくためのものとします。具体的には、下記の５
つの視点に立った策定を実施します。
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（７） 計画策定の視点



第２章 調布市の現状



222,905 

226,291 

234,867 
238,311 240,393 

241,633 

242,079 

2030

241,785 
240,638 239,470 

237,892 

236,048 

233,984 
231,624 

228,820 
225,588 

221,846 
217,629 

214,603 

2065

150,000

200,000

250,000

2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063

実績値← →推計値（人）

（年）

222,905 224,026 224,283 226,291 229,220 231,904 234,867 236,880 237,636 238,311 238,713 238,820

109,923 110,852 111,341 112,949 114,889 116,833 118,724 120,246 121,233 122,082 122,748 123,429

2.03 
2.02 

2.01 
2.00 

2.00 

1.98 
1.98 

1.97 
1.96 

1.95 
1.94 

1.93 

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

2.05

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

総人口 世帯数 世帯当たり人口数

（人） （人/世帯）

（年）

２．１ 調布市の特徴

⚫ 人口・世帯数ともに増加が続いており、
2023年度の世帯数は123、429世帯
となっています。

⚫ 世帯数の増加率が人口の増加率を上
回っており、世帯当たり人口は減少が進
んでいます。
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（１） 人口①（人口と世帯の推移）

出所：調布市の将来人口推計（令和4年3月）

（２） 人口②（将来人口推計）
出所：調布市の世帯と人口（令和6年4月1日現在）

⚫ 将来人口推計では、令和12（2030）年
まで人口増加が続き、それ以降人口減少
に転じる見込みとなっています。
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（３） 人口③（世帯人数別構成比・単身世帯の構成比）

（４） 住宅①（住宅所有形態・住宅の建て方）

出所：平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

出所：調布市の世帯と人口（令和6年4月1日現在）

64歳以下

43,500 

世帯

70.3%

75歳以上

12,586 世

帯

20.3%

65歳以上74歳以下

5,797 世帯

9.4%

◼ 世帯数の世帯人数別構成比 ◼ 単身世帯の年齢別構成比
⚫ 世帯人数別世帯数構成比では、1人世帯
が最も多くなっており、そのうち64歳以
下位の世帯が最も多くなっています。

⚫ 住宅所有形態をみると、借り家が
49.0%と最も多く、次いで持ち家が
44.7%となｔっています。

⚫ 持ち家のうち、住宅の建て方をみると、
一戸建てが54.6%と最も多く、次いで
共同住宅が44.3%となっています。

◼ 住宅所有形態

一戸建
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共同住宅
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長屋建
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50
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◼ 住宅の建て方（持ち家）
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（５） 住宅②（建築時期別住宅数）

⚫ 市の地目別土地利用面積※は、宅地
としての利用が年々増加しており、
1980年度と比べると20%以上宅
地が増えています。一方、田・畑・山林
その他の面積は減少しており、1980
年度比では半分未満となっています。

⚫ 2022年度では、宅地利用が最も多
く、85.5%を占めています。次いで、
畑としての利用が多く、10.7%と
なっています。

（※合計面積=評価総地積（非課税：道
路・公園などの土地を除く。）

（６） 土地利用（土地利用面積の地目別構成比）

出所：調布市統計書（令和4年版）

出所：令和５年住宅・土地統計調査

⚫ 住宅の建築時期別構成比では、2000
年以前が約65％と最も多くなっていま
す。



0.7 

0.7 

0.6 

15.7 

15.6 

13.4 

83.6 

83.7 

86.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H22

H27

R2

第１次産業 第２次産業 第３次産業

２．１ 調布市の特徴

⚫ 市の従業者数の産業分類別構成比は、
第三次産業の構成比が高くなってい
る一方で、第一次産業、第二次産業
の構成比は小さくなっています。

⚫ 2020年度の従業者数の産業分類
別構成比は、第一次産業が0.6%、
第二次産業が13.4%、第三次産業
が86.1%となっています。
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（7） 産業①（産業分類別構成比）

（8） 産業②（業種別・従業者規模別事業所数）

出所：令和３年経済センサス‐活動調査

出所：調布市統計書（平成26年度版・産業（大分類）別15歳以上就業者数）、総務省国勢調査（平成27年・令和2年）

⚫ 産業別事業所数では、「卸売業、小
売業」が1、432事業所で最も多く
なっており、その次に「医療、福祉」
が860事業所で2番目に多くなっ
ています。

大分類 産業
従業者数規模別事業所数

1-9人 10-29人 30人以上 計

第一次 農林漁業 12 0 0 12

第二次

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0

建設業 460 81 18 559

製造業 196 48 20 264

電気・ガス・熱供給・水道業 7 0 1 8

第三次

情報通信業 152 21 14 187

運輸業、郵便業 47 31 24 102

卸売業、小売業 1、025 306 101 1、432

金融業、保険業 37 30 12 79

不動産業、物品賃貸業 612 39 8 659

学術研究、専門・技術サービス業 378 20 15 413

宿泊業、飲食サービス業 582 207 54 843

生活関連サービス業、娯楽業 499 67 17 583

教育、学習支援業 215 55 67 337

医療、福祉 454 289 117 860

複合サービス事業 18 6 1 25

サービス業等(他に分類されないもの) 243 54 50 347

合計 4、937 1、254 519 6、710
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（９） 交通①（自動車保有台数、自動車保有の内訳）

⚫ 通勤・通学者の利用交通手段として、「鉄道・バスのみ」を
利用している人の割合が63.0%と最も高くなっています。
続いて、「自転車のみ」が6.4%と、「自家用車のみ」が
5.7％となっています。

⚫ 2011年度以降、1日平均鉄道利用者数は増加傾向にあり
ましたが、2020年度にコロナウイルス感染拡大の影響で
前年度比10万人以上減少しました。2021年度以降は増
加傾向にあり、2023年度は342、785人となっていま
す。

（10） 交通②（通勤・通学者の利用交通手段）

出所：令和２年国勢調査

出所：東京都統計年鑑 H30～R4 運輸 地域別自動車保有台数及び有料駐車場数

⚫ 自動車保有台数の総数は横ばいで推移して
いますが、乗用車（普通）と軽自動車（四輪）
の保有台数は増加傾向にあります。



（１1） 地域経済の構造とエネルギー収支

このうち、エネルギー収支は１７０億円の流出
GRP（地域内総生産）の約2％

※都平均は1.1%、人口同規模地域は約1.9%

支出
GRP

（生産・販売）

所得分配

所得

8、393億円

1兆373億円

平均生産性1、117.0万円/人
全国平均935.2万円/人

市外への消費・投資の流出
（-661億円）

市外との所得の流出入（+1980億円）

1人当たり所得427.6万円/人
全国平均427.3万円/人

8、393億円

1人当たり住民所得

労働生産性

地元企業や市民が
得たお金

地元企業などが
稼いだお金 地元企業や店舗など

で使われたお金

２．１ 調布市の特徴
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⚫ 市内で稼いだお金が，市内でどの程度循環しており，エネルギー（電力やガスなど）の支出により何%が市外へ流出しているのか，分析を行
いました（地域経済循環分析）

⚫ 市内で生産・販売されたモノやサービスの付加価値の額（市内の企業や店舗などで使われた支出額と同額）を表す「域内総生産（GRP）」は
8,393億円となっています。市内の企業や市民に分配される所得は，市外通勤者による市外からの所得の流入等により，GRPよりも多い
１兆３７３億円となっています。

⚫ 市内の企業や店舗などで支出された額は8,３９３億円となっており，所得から1980億円が市外へ流出しています。このうち，電気代・ガス
代などエネルギーに対する支出により１７０億円が市外へ流出しており，GRPの約２％となっています。

⚫ 今後，市内家庭や事業所での再エネ導入によるエネルギー支出の市外流出の減少，もしくは地元企業の省エネや新事業創出など脱炭素経
営による労働生産性の向上が進めば，地域経済が向上していくことが期待できます。



２．１ 調布市の特徴

⚫ 実績値は、本市から最も近くの観測拠点である、府中市での平均気温、降水量、平均最高気温の過年度の観測データを示しています。
1990年からの30年間で、平均気温・平均最高気温ともに0.5℃程度上昇しています。

⚫ 推計値は、中道的な発展のもとで気候政策を導入した場合の東京都の気候予測を示しています。2090年までに、平均気温は1℃以上、
平均最高気温についても0.5℃以上上昇する見込みとなっています。夏場の暑さが懸念されることに加え、気温上昇により空気中の飽和
水蒸気量も増加するため、平均降水量についても400mm以上の増加が見込まれます。そのため、豪雨等による水害リスクも高まると考
えられます。
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（12） 気候変動の現状と将来予測

出所：気象庁 過去の気象データ検索、A-PLAT 気候変動の将来予測
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第３章 地球温暖化対策の現状と課題
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3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 2022年度の温室効果ガス排出量は
71万1千t-CO2eqで、基準年度（2013
（平成25）年度）に比べ、13.7%減少してい
ます。

⚫ 2022年度の温室効果ガス排出量のうち、
二酸化炭素の排出量は64万4千t-CO2で、
90.6%を二酸化炭素が占めています。
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（１） 温室効果ガス排出量

出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

直近年度の割合
（2022年度）

90.6%

0.2%
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0.0%



3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 202２年度の二酸化炭素排出量のうち、約８割（75.６%）を民生部門が占めています。
⚫ 民生業務部門の二酸化炭素排出量は近年減少傾向にあり、基準年度（2013年度）に比べ、25.7%減少しています。
⚫ 民生家庭部門においても減少傾向ではあるものの、近年は30万t-CO2前後で推移しており、2022年度は全部門で最も多い、29万3
千t-CO2（全体の45.5%）となっています。基準年度（2013年度）比では11.7%の減少にとどまっています。
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（2） 二酸化炭素排出量

出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
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（年度）
平成25
年度

令和３
年度

基準値 実績値 実績値
基準
年度比

前年度比

民生家庭部門 33.2 30.6 29.3 ▲11.7% ▲4.2%

民生業務部門 26.1 18.0 19.4 ▲25.8% +7.5%

運輸部門 14.0 11.5 11.4 ▲18.6% ▲0.9%

産業部門 4.8 3.1 3.2 ▲33.0% +3.2%

廃棄物部門 1.3 1.4 1.1 ▲14.0% ▲22.4%

計 79.4 64.7 64.4 ▲18.9% ▲0.4%

令和４
年度

※市の公共施設の排出量は
1.5万t-CO2
(市域のCO2排出量の約2％、
民生業務部門のCO2排出
量の約8％）

◼ 二酸化炭素総排出量の推移 ◼ 二酸化炭素総排出量の推移

◼ 部門別二酸化炭素排出量の増減状況



3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 総エネルギー消費量は、近年横ばいで推移しており、202２年度は7、4４２TJとなっています。
⚫ 部門別にみると、民生家庭部門のエネルギー消費量は増加傾向にあります。2022年度では、民生家庭部門が最も多い3、531TJとなっ
ており、全体47.4%を占めています。
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（3） エネルギー消費量

出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

単位：TJ

平成25
年度

令和３
年度

基準値 実績値 実績値
基準
年度比

前年度比

民生家庭部門 3,459.1 3,701.8 3,530.8 +2.1% ▲4.6%

民生業務部門 2,217.7 1,776.5 1,926.7 ▲13.1% +8.5%

運輸部門 1,957.6 1,627.6 1,615.7 ▲17.5% ▲0.7%

産業部門 517.2 350.0 368.8 ▲28.7% +5.4%

廃棄物部門 ー ー ー ー ー

計 8,151.5 7,455.9 7,442.0 ▲8.7% ▲0.2%

令和４
年度

• エネルギー消費量を2022年度と2013年度で比較すると、民生家庭
部門のみ増加（＋2.1％）、残りの部門は減少（産業部門が▲28.7％と
最も大きく減少）

• 民生家庭部門でエネルギー消費量が増加しているにも関わらず二酸化
炭素排出量が減少している主な要因は、電力の二酸化炭素排出係数の
低下によるもの

◼ 総エネルギー消費量の推移 ◼ 部門別エネルギー消費量の増減状況
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出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

◼ 部門別エネルギー消費量の内訳

部門 分野
エネルギー種別（TJ）

合計 ガソリン 灯油 軽油 A重油 C重油 LPG等
石炭

コークス
天然ガス 都市ガス 購入電力

産業部門 350 0 31 88 15 4 3 2 0 58 150

農林水産業 22 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1

建設業 130 0 8 87 2 0 0 0 0 0 32

製造業 198 0 1 1 13 4 3 2 0 58 117

民生家庭部門 3、702 0 104 0 0 0 103 0 0 1、867 1、627

単身世帯 1、040 0 18 0 0 0 35 0 0 473 514

2人以上世帯 2、662 0 86 0 0 0 69 0 0 1、395 1、113

戸建住宅に
住む世帯

1、454 0 82 0 0 0 39 0 0 671 662

集合住宅に
住む世帯

2、247 0 22 0 0 0 64 0 0 1、197 964

民生業務部門 1、777 0 16 0 11 0 6 0 0 502 1、241

事務所ビル 922 0 7 0 7 0 1 0 0 194 713

大型小売店 116 0 0 0 0 0 0 0 0 28 88

その他の
卸・小売業

38 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28

飲食店 176 0 8 0 3 0 5 0 0 74 86

ホテル・旅館等 32 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18

学校 176 0 0 0 0 0 0 0 0 50 124

病院・医療
施設等

91 0 0 0 0 0 0 0 0 48 43

その他の
サービス業

227 0 0 0 1 0 0 0 0 84 141

運輸部門 1、628 953 0 500 0 0 88 0 3 0 84

自動車 1、544 953 0 500 0 0 88 0 3 0 0

鉄道 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

合計 7、456 953 151 588 26 4 200 2 3 2、428 3、101

3．１ 地球温暖化対策の現状

（3） エネルギー消費量
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3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 2022年度における再生可能エネルギー発電電力量は48、226MWh/年で、市内の電気使用量に対する割合は約5.5%
⚫ エネルギー種別にみると、バイオマス発電（ごみ焼却場におけるサーマルリサイクル）が最も高く70.5%、残りの３割は太陽光発電
⚫ 国の試算に基づくと、太陽光発電の電力量の実績（14、237MWh/年）は、建物への太陽光発電の導入ポテンシャル（474、040MWh/
年）の約3％

⚫ 主に住宅向けとなる10kW未満の太陽光発電設備の導入件数は増加傾向にあり、2023年度実績で2、552件
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（4） 再生可能エネルギー導入量

出所：自治体排出量カルテ

◼ 再生可能エネルギー導入設備容量の構成比 ◼ 再生可能エネルギー導入設備容量の推移 ◼ 太陽光発電の発電電力量の推移
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⚫ 公共施設への再生可能エネルギー発電設備の導入を進めており、令和7（2025）年度の導入目標はすでに達成しています。

⚫ 発電設備の導入以外に、令和7(2025)年度中に再エネ100％電力の利用拡大を図り、さらに約6、100MWh分の再エネ100％電力を
公共施設に導入し、約3、000t-CO2の削減を図ります※。

（5） 公共施設における再生可能エネルギー導入状況

施設数
設備容量合計

(年間発電量合計)

内訳

屋根貸しのみ 所有

46棟/329棟
1、044kW

(1、134MWh)

施設数
設備容量合計
年間発電量合計

施設数
設備容量合計
年間発電量合計

33棟
925kW

(1005MWh)
13棟

（小中学校など）

119kW
(129MWh)

目標値
令和7（2025）年度まで：

1、043.5kW

※１）多摩地域の市町村では、八王子市に次いで２番目に多い設置容量

２）年間発電量合計は、約200世帯分の家庭における平均的な年間電力使用量に相当

（1世帯当たり4、892kWhで計算／（出典）社団法人太陽光発電協会）

３）329棟の公共施設には、公共施設の屋根貸し事業で平成25（2013）年度に事前調査を実施し

た際に、設置スペースや構造上、太陽光発電設備の設置が困難であった施設を含む

４）屋根貸し太陽光発電設備は平成25（2013）年度に設置、平成26（2014）年度から設置事業者

による売電（20年間）を開始

※令和6年度中に再エネ100％に切り替わった市役所庁舎の、切り替わる前の電力による排出量を削減効果として含んでいます。
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⚫ 地球温暖化対策へ「関心がある」「どちらかと言えば関心がある」の合計は85.5%となっています。年齢別にみると、「60～69歳」が
91.2%と最も高く、「16～29歳」が73.8%と最も低い状況です。（図表1）

⚫ 地球温暖化対策に「日ごろから取り組んでいる」「ある程度取り組んでいる」の合計は67.3%となっています。取組内容は、「買い物時に
おけるマイバッグ等の利用」が91.3%で最も高く、次いで「家庭内でのこまめな節電や省エネルギー行動」が80.5%となっています。（図
表2）

⚫ 取り組んでいない理由は「情報がない（実施したい、または、実施できる取組が見つからない）」が30.2%で最も高く、次いで「どうしてい
いかわからない」が29.9%となっています。また、地球温暖化対策の取組を実践できるようになると思うきっかけは、「具体的な取組方
法の提示」が50.5%で最も高く、次いで「割引・補助制度・ポイントの付与がある」が50.2%、「取組によるメリットや効果の明示」「取り組
んだことによる成果の明示」も46％となっています。（図表3）
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（6） 市民・事業者の意識（1/2：市民）

手間や時間

がかかる 7.9%

金銭面で負

担がかかる

8.5%

我慢を強いられ

たと感じる 4.7%

情報がない（実

施したい、また

は、実施できる

取組が見つから

ない） 30.2%
関心がない

9.7%

どうしていい

かわからない

29.9%

その他 5.3%

無効・無回答

3.8%

(n=318)

50.2%

50.5%

46.3%

29.3%

46.2%

9.7%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1.割引・補助制度・ポイントの付与がある

2.具体的な取組方法の提示

3.取組によるメリットや効果の明示

4.取り組まないことによるデメリットの明示

5.取り組んだことによる成果の明示

6.取組に関する相談先がある

7.その他 (n=1,044)

関心がある

33.4%

どちらかと言えば

関心がある

52.1%

どちらかと言えば

関心はない

10.5%

関心はない

2.1%
無効・無回答

1.8%

(n=1,044)

＜年齢別の関心度＞
16～29歳 73.8%
30～39歳 81.0%
40～49歳 85.8%
50～59歳 85.7%
60～69歳 91.2%
70歳以上 87.2%

◼ 図表1 対策への関心度

日頃から取

り組んでいる

10.5%

ある程度取

り組んでいる

56.8%

あまり取り組

んでいない

24.9%

全く取り組ん

でいない

5.6%

無効・無回

答

2.2%

(n=1,044)

＜取組内容＞

・買い物時におけるマイバッグ等の利用 91.3%

・家庭内でのこまめな節電や省エネルギー行動 80.5%

・ごみの減量化・再利用・リサイクルなど資源の有効利用 67.9%

・マイボトル（水筒）の利用 61.9%

・自動車の利用を控え、公共交通機関や自転車の積極的な利用や

徒歩での移動 51.5%

・置き配や宅配ロッカーなどの利用 51.1%

・省エネルギー性能の高い電気製品などの積極的な導入 35.8%

・環境に配慮した商品の積極的な導入 35.4%

・燃費の良い自動車の購入 16.6%

・身近な緑化活動 14.5%

・再生可能エネルギーの導入 8.3%

・地球温暖化防止に取り組んでいる事業者の応援 7.0%

・その他 1.8%

◼ 図表２ 対策の取組状況・内容

◼ 図表３ 対策に取り組んでいない理由・取り組むきっかけ
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⚫ 脱炭素化の必要性については、「取り組む必要があると考えているが、まだ取り組んでいない」が41.0%と最も高く、次いで、「必要性を
感じ、すでに取り組んでいる」が40.2%となっています。従業員数別にみると、「10-99人」「100人以上」では「必要性を感じ、すでに取
り組んでいる」が最も高い状況です。（図表1）

⚫ 脱炭素化を必要と考える理由は、「社会的な要請（SDGs推進、2050年脱炭素社会の実現等）に応える」が69.2%と最も高く、次いで
「コスト削減や効率化が期待できる」が47.9%、「事業者の社会的責任(CSR)の観点」が34.2%となっています。（図表2）

⚫ 脱炭素化に取り組む上での課題は、「コスト増に対応するための資金の捻出が難しい」が53.8%で最も高く、次いで「知識やノウハウが不
足している」が45.3%となっています。従業員数別にみると、「10-99人」では、 「知識やノウハウが不足している」の割合が最も高く、そ
の他の階層では 「コスト増に対応するための資金の捻出が難しい」の割合が高い状況となっています。また、所有形態別にみると、「賃貸」
では、「知識やノウハウが不足している」「【賃貸物件の場合】賃貸物件でありオーナーの理解・協力が必要」の割合が最も高い状況です。（図
表3）
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（7） 市民・事業者の意識（2/2：事業者）

◼ 図表３ 取り組むうえでの課題

ｎ

1.知識や
ノウハウ
が不足し
ている

2.取り組
むことに
よる効果
が見込め
ない

3.コスト
増に対応
するため
の資金の
捻出が難
しい

4.設備等
の扱い方
や維持管
理が難し
い

5.取組を
推進する
人材がい
ない

6.業務量
の増加に
つながり、
取り組む
時間を確
保できな
い

7.相談先
がわから
ない

8.社内の
合意形成
が得られ
ない

9.【賃貸物
件の場合】
賃貸物件で
ありオー
ナーの理
解・協力が
必要

10.【建物
オーナー
の場合】テ
ナントの
理解・協
力が必要

11.その
他

全体 117 45.3% 19.7% 53.8% 18.8% 23.1% 19.7% 6.0% 0.9% 26.5% 5.1% 2.6%

従業員
数

1-9人 60 40.0% 23.3% 51.7% 21.7% 20.0% 16.7% 10.0% 0.0% 35.0% 6.7% 5.0%

10-
99人

43 55.8% 14.0% 51.2% 11.6% 23.3% 20.9% 2.3% 2.3% 23.3% 4.7% 0.0%

100
人以上

12 41.7% 25.0% 83.3% 33.3% 41.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

無効・
無回答

2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

所有
形態

自社
所有

51 41.2% 23.5% 64.7% 25.5% 25.5% 25.5% 5.9% 0.0% 2.0% 5.9% 2.0%

賃貸 58 50.0% 15.5% 43.1% 15.5% 22.4% 17.2% 5.2% 1.7% 50.0% 5.2% 3.4%

無効・
無回答

8 37.5% 25.0% 62.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%

45.3%

19.7%

53.8%

18.8%

23.1%

19.7%

6.0%

0.9%

26.5%

5.1%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1.知識やノウハウが不足している

2.取り組むことによる効果が見込めない

3.コスト増に対応するための資金の捻出が難しい

4.設備等の扱い方や維持管理が難しい

5.取組を推進する人材がいない

6.業務量の増加につながり、取り組む時間を確保できない

7.相談先がわからない

8.社内の合意形成が得られない

9.【賃貸物件の場合】賃貸物件でありオーナーの理解・協…

10.【建物オーナーの場合】テナントの理解・協力が必要

11.その他
(n=117)

69.2%

17.1%

10.3%

2.6%

7.7%

6.0%

47.9%

23.1%

27.4%

23.1%

34.2%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.社会的な要請（SDGs推進、2050年脱炭素社会の実現等）に応える

2.自社の経営方針

3.ブランドカ・認知度向上

4.取引先・取引のある金融機関の要請

5.新たなビジネスチャンスの獲得

6.売上向上

7.コスト削減や効率化が期待できる

8.補助金や税の控除がある

9.社員の環境意識向上

10.国や東京都の方針への対応

11.事業者の社会的責任(CSR)の観点

12.その他
(n=117)

ｎ

必要性を感じ、
既に取り組ん
でいる

取り組む必要
があると考え
ているが、ま
だ取り組んで
いない

必要性を感じ
ていない

無効・無回答

全体 117 40.2% 41.0% 12.0% 6.8%

従業員数 1-9人 60 30.0% 41.7% 23.3% 5.0%

10-99
人

43 48.8% 46.5% 0.0% 4.7%

100人
以上

12 66.7% 25.0% 0.0% 8.3%

無効・無
回答

2 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

◼ 図表1取り組む必要性 ◼ 図表２ 取組を必要と考える理由
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⚫ 令和３年３月策定の計画では、廃棄物部門を除くエネルギー起源CO2について、2030年度に2013年度比で▲40％削減することを目
標

⚫ 2022年度の二酸化炭素排出量は63.3万tで、2013年度比で▲19.0%の削減状況
⚫ 目標達成には、2022年度から8年後となる2030年度までに、2013年度比で▲21.5%の削減が必要
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（8） 削減目標の達成状況

出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

◼ 中期目標の達成状況
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⚫ 民生家庭部門では世帯当たりのCO2排出量を基準年度比 56％削減（▲1.7t-CO2/世帯）することを目標と掲げています。2022年度
までの世帯当たりCO2排出量は、基準年度比で▲0.6t-CO2で、同様のペースで削減が進めむと、目標値は達成が難しいと見込まれま
す。

⚫ 民生業務部門では、業務系建築物の床面積当たりのCO2排出量を基準年度比 33％削減（▲0.08t-CO2/m2）することを目標として
います。2022年度までの業務系建築物の床面積当たりのCO2排出量は、基準年度比で▲0.03t-CO2で、同様のペースで削減が進め
ば、目標値は達成されると見込まれます。
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（9） 削減目標の達成状況

出所：オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」を基に作成
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⚫ 市の事務事業（公共施設、庁用車、街路灯の使用）における排出量は、令和元（2019）年度から令和６（2024）年度にかけて減少しており、
令和６（2024）年度の排出量は令和元（2019）年度比27.8%減（平成25（2013）年度比34.6％減）となっています。

⚫ 公共施設における二酸化炭素排出量は、排出量の多い上位１０施設が公共施設全体の約５割を占めています。

⚫ R5年度以降の主な減少要因は、文化会館たづくりESCO事業と公共施設５９施設への再生可能エネルギー１００％電力の導入によるもの
です。

（１0） 市の事務事業における温室効果ガス排出量の現状

◼事務事業（公共施設、庁用車、街路灯）による温室効果ガス排出量の推移

施設名 令和6年度
（t-CO2）

割合

文化会館たづくり 1、709 16%

ちょうふの里 983 9%

グリーンホール 588 6%

知的障害者援護施設 568 5%

調和小学校 480 5%

総合体育館 387 4%

八ヶ岳少年自然の家 232 2%

総合福祉センター 190 2%

公遊園全体 190 2%

市役所庁舎 185 2%

１０施設の合計 5、478 52%

公共施設全体 10、647

◼公共施設のうち、二酸化炭素排出量が多い
上位10施設の状況（令和６年度実績）

14,277 13,833 13,790 14,055 13,715 

10,647 

7,652 

136 
110 90 85 

82 

79 

79 

1,467 
1,233 998 982 

889 

739 

739 

15,880 

15,176 14,878 
15,122 

14,686 

11,465 

8,470 

14,546 

10,525 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（見込み）

街路灯

庁用車

公共施設

R7短期目標

（R1比8.4%以上削減）

以下

R12中期目標

（R1比33.8%以上、

H25比40.0%削減）
以下

（t-CO2）

※市役所庁舎の排出量には、再エネ100％に切り替わる
前の電力使用による排出量が含まれています。令和6
（2024）年度5月以降は再エネ100％となっています。
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（11） 市の事務事業における二酸化炭素排出量削減に向けた主な取組

◼排出量削減の主な要因

公共施設５９施設への再生可能エネルギー100％電力の導入（R6～R7）

• 電力使用量の多い高圧受電施設５９施設の電力契約を再生可能エネルギー100％電力に切り替え

• 令和5（2023）年度から令和6（2024）年度にかけて約3、050t-CO2削減

令和６（２０２４）年度から令和７（２０２５）年度にかけて約3、000t-CO2削減見込み

• 「調布市再生可能エネルギー１００％電力の導入方針」に基づき、固定価格買取制度（FIT）に基づく再
生可能エネルギー１００％電力を小売電気事業者から購入
再エネ電力の市場ひっ迫時には、小売事業者が別に再生可能エネルギー１００％電力を調達し、再生可
能エネルギーとしての価値のある電力を安定的に供給

文化会館たづくりESCO事業（R3～R5）

• 設備の更新・省エネ対策による電力消費量の削減
（空調設備更新、全面LED化、熱源機器の更新）

• 官民連携による地域脱炭素化の推進

• 令和元（2019）年度比808.3t-CO2削減

公共施設の照明機器のLED化（継続）

• 小中学校の校舎内照明1、656灯をLEDに更新

• その他市庁舎等においてLED化工事を実施

⚫ 令和６年度に二酸化炭素排出量が大きく減少した主な要因は、令和4（2022）年より開始した文化会館たづくりにおける設備更新型
ESCO事業や、令和６年度からの高圧電力を受電している公共施設５９施設への再生可能エネルギー100％電力の導入によるものです。

⚫ その他、第４次計画期間中の令和３年度から令和７年度にかけ、公共施設で初のZEB Ready（又はOriented）認証の取得や、新築・増
築時の太陽光発電設備・蓄電池設備の設置を推進

◼その他の主な取組

街路灯のLED化（R2～）

• 街路灯LED化推進計画に基づき、令和２（２０２０）
年度から着手

• 令和１２（２０３０）年度に１００％LED化が目標、
令和６（２０２４）年度時点で５５．５％LED化

庁用車のEV化（継続）

• 令和7（２０２５）年３月時点で電気自動車６台、プ
ラグインハイブリッド自動車３台、ハイブリッド自動
車８台（低炭素自動車系１７台）導入済み

〇新築、増築施設における脱炭素化

・公共施設で初のZEB Ready（又はOriented）認証を取得予定： 若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業 （R6～R●）

・脱炭素の視点を取り入れた整備方針を策定し、太陽光発電設備・蓄電池設備を設置： 調布駅前広場公衆トイレ整備 （R6～R7）

・太陽光発電設備を設置： 小中学校増築施設、図書館宮の下分館整備 等

〇既存施設における脱炭素化

・設備更新の際に省エネ型機器を導入： 調布市役所空調設備更新工事、小学校（室外機12台、室内機44台）、中学校（室外機４台、室内機14台）

・庁用車用充電設備を整備：市役所１階駐車場３基，小島町１丁目駐車場に１基（４台分充電可能）
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⚫ 令和元（2019）年度と令和６（2024）年度を比較すると、合計の二酸化炭素排出量は減少しているものの、エネルギー種別に見ると、ガ
スとLPGの消費量は令和元（2019）年度から令和６（2024）年度にかけて増加しており、それらの使用による温室効果ガス排出量も
826.7t-CO2増加しています。

⚫ 今後、市の事務事業の脱炭素化に向けて、増加傾向にあるガスとLPGに対する重点的な省エネ対策も必要です。

（12） 公共施設における二酸化炭素排出量のエネルギー別発生源の割合

◼公共施設における二酸化炭素排出量に占める電力とガスの割合

◼ガス使用に伴うCO2排出量の多い上位10施設
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◼電力使用に伴うCO2排出量の多い上位10施設
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⚫ 令和2（2020）年度より街路灯のLED化に取り組んでおり、LED化率は着実に上昇してきています。

⚫ 今後は引き続き、「街路灯LED化推進計画」に定められている令和7（2025）年度と令和12（2030）年度の目標達成に向けて、事業費
標準化スキームとともに街路灯の更なるLED化を推進していきます。

（13） 街路灯のLED化

◼街路灯のLED化の基本方針・進捗状況 ◼事業費標準化のスキーム

灯具の更新周期
• LED道路・トンネル照明導入ガイドラインに基づき、

15周期での交換を標準的な周期としています

街路灯の更新
優先順位

• 水銀灯を最優先で交換し、その他の街路灯について
は費用対効果が高い照明灯から段階的に交換を進
めます

事業期間
• 令和2（2020）年度～令和12（2030）年度
（令和12（2030）年度までに市内の全ての街路灯の
LED化を推進）

◼街路灯のLED化率

• 街路灯のLED化によって削減された電気料金を交換費用に充当することで、
事業を推進しています。

• 街路灯のLED化事業及び現状の街路灯の維持管理費用や電気料金を含む総
事業費は、1年間当たり約2億2、000万円を想定しており、令和2（2020）
年度から令和12（2030）年度までの11年間で概算総事業費として約24億、
街路灯のＬＥＤ化完了後の令和13（2031）年度以降は、1年間当たり約1億5、
000万円の総事業費で推移することを見込んでいます。
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※出典：街路灯LED化推進計画（令和2年4月）
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⚫ 庁用車は129台保有しており、その内訳は、ゼロエミッション車（ZEV）が９台（電気自動車6台、プラグインハイブリッド車3台）、
ハイブリッド車が8台、ガソリン車ほかが１１２台となっています。

⚫ 庁用車の購入後経過年数は、10年未満が58台、10年以上15年未満が20台、15年以上20年未満が35台、20年以上が16台となって
います。

（14） 庁用車

◼庁用車の内訳（令和７（2025）年３月時点）

種類

台数

合計
ガソリン

LPG
軽油

ハイブリッド
プラグイン
ハイブリッド

電気

小型・
普通自動車

45 35 7 3 0

軽自動車 56 49 1 0 6

特殊自動車 28 28 0 0 0

合計 129 112 8 3 6

◼庁用車による排出量の推移
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3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 以下は市における気候の変動実績と将来予測を集計したものです。
⚫ 実績値は、市から最も近くの観測拠点である、府中市での平均気温、降水量の過年度の観測データを示しています。19８０年からの４０年
間で、平均気温は２℃程度上昇しています。

⚫ 推計値は、東京都の気候予測を示しています。2090年までに、平均気温は1℃以上、平均最高気温についても0.5℃以上上昇する見込
みとなっています。また、気温上昇により空気中の飽和水蒸気量も増加するため、平均降水量についても400mm以上の増加が見込まれ
ます。
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（15） 気候変動の現状、将来予測
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出所：気象庁、A-PLAT気候変動の将来予測



3．１ 地球温暖化対策の現状

⚫ 国が策定した「気候変動適応計画（令和３年１０月２２日閣議決定）」では、国内における様々な分野での気候変動の影響を評価しています。
また、都が策定した「東京都気候変動適応計画（令和６年３月策定）」では、都内における影響を評価しています。
それらを踏まえ、市の特徴を踏まえ、現在又は将来予測される主な影響を整理すると、以下のとおりとなります。
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（16） 気候変動の影響評価

分野 現在又は将来予測される影響

健康・都市生活・経済活動

（市民生活）
・高齢者を中心とする熱中症による救急搬送者数・死亡者数の更なる増加
・真夏日、猛暑日の増加に伴う、屋外活動時の熱中症発生リスクの増加、屋外活動の縮小

（産業・経済活動）※農業を含む
・屋外労働が可能な時間帯の短縮リスク、熱中症に対する対策の必要性の増加

自然災害
・集中豪雨の増加、台風の強大化等による浸水被害の激甚化や頻発化
・土砂災害の発生リスクの増加

水資源・水環境
・多摩川水系、荒川水系、地下水を水源とする水道の渇水リスクの増加
・水温の上昇による溶存酸素量の低下リスク、藻類の繁殖リスクの増加

自然・生態系
・分布域の変化やライフサイクル等の変化
・外来種の侵入や定着率の変化

農業 ・気温上昇による作物の品質の低下、収穫時期の変化、病害虫の発生リスクの増加



# 現状 振り返り・課題

1

二酸化炭素排
出量の状況

• 市内の二酸化炭素排出量の約８割は民生家庭部門・民生業
務部門のエネルギー消費に起因

• 市の将来人口推計では2030年まで人口増加が続く中、世
帯人数は減少傾向にあることから、世帯数も増加見込み

• 市民及び市内事業者の地球温暖化に対する認識や取組状
況を把握し，計画策定の基礎資料として活用するため，地球
温暖化に関する市民意識調査及び事業者意識調査を実施

• 民生家庭部門の世帯数は少なくとも2030年まで増加見込みにある一方、エネル
ギー消費量は、近年、削減が進まず横ばいで推移しており、二酸化炭素排出量の更な
る削減のためには、エネルギー消費量の削減が必要

• 民生業務部門の延べ床面積も増加見込みにあり、事業活動によるエネルギー消費量
は増加していく見通しであることから、民生家庭部門と同様、エネルギー消費量の削減
が必要

• 市の二酸化炭素排出量の大半を占める民生部門の脱炭素化に向け、市民や事業者の
脱炭素化行動の阻害要因や促進要因を把握し、行動を促進していくことが必要

2

再生可能エネ
ルギーの導入

• 市内の太陽光発電設備の設置実績は、環境省のデータに基
づくと、設置可能ポテンシャルの約３％で都内平均と同水準
であるが、低い水準

• 市域の電力消費量は省エネルギー化だけでは賄えない状況にあり，市街化が進み建
物が多く設置可能ポテンシャルが高い太陽光発電設備の設置の促進等による再生可
能エネルギーの導入拡大が必要

• 電気料金の高騰、売電価格の減少、蓄電池等の性能向上、災害時のレジリエンス向上
の観点から、太陽光発電等で発電した電気を電力会社に売却するよりも，自家消費に
よる利用の重要性が増大

3
エネルギー収
支

• 市域のエネルギー収支は約180億円の赤字 • 地域でエネルギーを融通し効率的に利用するとともに，エネルギーを循環させるこ
とで、エネルギーの安定供給・最適化や災害時のレジリエンス向上を図ることができる
とともに、エネルギー収支の赤字を縮小し、地域経済の活性化が可能

4

廃棄物部門 • 調布市は、三鷹市と設置した一部事務組合（ふじみ衛生組
合）へ，ごみ処理場の建設及び経営に関する事務の権限を委
譲し，共同処理を実施。このため，市区町村に策定が義務付
けられている地球温暖化対策実行計画（事務事業編）は，ごみ
処理場に関わる事務事業については，ふじみ衛生組合で策定
しており，「ふじみ衛生組合地球温暖化対策実行計画」に基づ
き，ごみ処理場でのCO2排出量削減を推進

• 現行の「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」で
は，市域における廃棄物部門のCO2排出量算定に当たって
は、共同処理により発生するCO2排出量を各自治体の排出
量として計上するため、環境省のマニュアルに基づき，市内
で排出する一般廃棄物処理量を基に，CO2排出量を算定

• 現行計画（区域施策編）におけるCO2排出削減目標は，当
時の東京都環境基本計画における目標基準に合わせ，電力
やガスなどのエネルギー起源CO2排出量に着目し，廃棄物
部門以外の部門を対象とした目標値を設定

• ふじみ衛生組合でのリサイクルセンター建替え（令和10年度まで）に伴い、焼却ごみ
に含まれる廃プラスチック類の比率増加により焼却時に発生するCO2排出量が増加
している現状について、市民への適切な情報提供が必要

• 市域における廃棄物部門のCO2排出量を削減するうえでも，「調布市一般廃棄物処
理基本計画」の基本方針に掲げる，①徹底したごみの発生・排出抑制に向けた取組の
展開，②さらなる資源化の推進，③ふじみ衛生組合や三鷹市と連携した適切な処理体
制の維持，④市民・事業者との協働と連携強化の更なる推進が必要

• ゼロカーボンシティ実現に向け，市域から排出される二酸化炭素排出量を包括的に
削減するため，廃棄物部門を含んだ排出削減目標を設定し，ごみの発生・排出抑制等
の取組により二酸化炭素排出削減を進めていくことが必要
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3．2 地球温暖化対策の現状と今後の課題のまとめ（市域全体）

⚫ 市域における脱炭素化の取組の主な課題は次のとおりです。



# 現状 振り返り・課題

5

気候変動 • 令和元年東日本台風において市内でも浸水被害発生

• 令和６年の国内の平均気温は過去30年間の平均と比
べて1.48℃高くなり、観測史上最高を更新

• 近年の猛暑や豪雨など、気候変動による影響が市民の生活の身近な脅威となる中、
発生する被害の軽減や回避などの適応策がこれまで以上に重要課題に
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3．2 地球温暖化対策の現状と今後の課題のまとめ（市域全体）



3．2 地球温暖化対策の現状と今後の課題のまとめ（市の事務事業）
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⚫ 令和元（2019）年度から令和６（2024）年度までの市の事務事業の脱炭素化の取組の主な課題は次のとおりです。

# 現状 振り返り・課題

1

二酸化炭素排出
量の状況

• ZEB Ready （又は Oriented ）認証を取得予定、
若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整
備 PFI 事業

• 脱炭素の視点を取り入れた整備方針を策定：調布
駅前広場公衆トイレ整備工事

• 照明機器のLED化：公共施設、街路灯のLED化の
推進

• 空調設備・給湯設備その他の設備機器の省エネル
ギー化、窓・外壁等の断熱化

• 短期削減目標（令和７（2025）年度までに令和元
（2019）年度に対し8.4%以上削減（14、546t-
CO2以下））、中期削減目標（令和12（2030）年
度までに令和元（2019）年度に対し33.8%以上
削減（10、525t-CO2以下））の達成に向けて取
組を推進

• 全公共施設のエネルギー使用量では、ガス（都市ガスやLPG）の使用量と、その
使用に伴う温室効果ガス排出量が増加しており、市の率先行動としての公共施
設建て替え時のZEB化の推進、都市ガスとLPGに対する省エネ対策の実施が
必要

• 温室効果ガス排出量の最も多い施設では、令和元（2019）年度から令和６
（2024）年度にかけて削減率が相対的に低く、また排出量が全施設に占める割
合が増加している施設も多くなっているため、これらの施設に対する重点的な
対策の実施が必要

• 令和12（2030）年度の中期削減目標も、令和7（2025）年度に前倒しで達成
できる見込みとなっている中、国際社会・国・都の動向を踏まえ、市域全体の脱
炭素化のトップランナーとして更に高い削減目標を設定し、脱炭素化を実現し
ていくことが重要

2

再生可能エネル
ギーの導入

• 太陽光発電設置：公共施設の屋根貸し事業により実
施（平成22（2010）年度以降、1、043.9kWを導
入）

• 再生可能エネルギー100％電力の導入：高圧受電施
設59施設へ導入（令和6（2024）年度末時点、59
施設のうち46施設に導入。令和7（2025）年度に
はさらに11施設に導入予定）

• 1MWを超える太陽光発電設備の設置は済んでいるものの、避難所として指定
されている施設において、太陽光発電設備の設置ポテンシャルがある施設が
残っている。屋根貸しを行った施設について、地産地消型への将来的な切替に
向けた検討が必要

• 令和5（2023）年度、令和6（2024）年度の公共施設での再エネへの切り替え
により3、048.9t-CO2の削減効果があった一方で、これまでの再エネへの切
り替えは教育部や環境部の施設が中心となっており、それ以外の施設（例：福祉
健康部）では温室効果ガス排出量の削減率が相対的に低い

• 再生可能エネルギーの導入について、市ホームページ以外に十分なPRが実施で
きていない

3

庁用車 • 令和7（2025）年度時点で、電気自動車6台の他、
ハイブリッド車8台、プラグインハイブリッド車3台導
入

• 庁用車による排出量は減少傾向にあるものの、令和2（2020）年度以降は約
80t-CO2で推移しており、概ね横ばいとなっているため、庁用車のEV化等を
通じた脱炭素化の加速が必要


